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第３章 申請の受付について 

１ 共同受付窓口への申請について 

  共同受付参加自治体への競争入札参加資格審査申請は、埼玉県総務部入札審査課に設置され

た共同受付窓口において受付し審査します。その後、各自治体が個別の審査を実施します。 

⑴ 申請の単位 

   「会社単位（個人事業者の場合は事業主）」ではなく、「事業所単位（本店・支店・営 

  業所等）」で申請してください。 

⑵ 審査及び申請書類の流れ 

  ア 全ての申請書類を、共同受付窓口（埼玉県入札審査課）へ提出してください。 

  イ 提出された書類は、第１段階として共同受付窓口が審査します。 

  ウ 第２段階として、各自治体が個別に審査を実施します。 

   （各自治体の個別の審査は、申請先自治体固有の基準により実施します。） 

 

２ 申請の対象とならない場合 

  既にシステムに登録されている事業所から、別の事業所へ登録の変更を希望される場合は

「事業所間の契約権限の変更（一部変更）」となり、書面による変更申請の手続となりま

す。業種入替の対象とはなりません。 

 
令和７・８年度登録 

（申請日現在） 
申請の内容 申請内容の区分 

例 
Ａ事業所（支店）で『建設工事』

の「土木、建築」に登録あり 

Ｂ事業所（支店）へ「土木」

の登録を変更したい 
申請できません 

   ※ 「事業所間の契約権限の変更（一部変更）」については､入札審査課のホームページで

確認してください。 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html 

 

３ 申請に当たっての注意事項 

⑴ 申請前の変更 

   令和７・８年度名簿に登録後、業種入替の申請日までに登録内容に変更（変更申請の対象

となっている事項）があった場合は、先に変更申請の手続が完了しないと業種入替の申請が

できません。変更申請の手続を終えてから申請してください。 

   変更申請は競争入札参加資格申請受付システムで行うことができます。変更申請の手続は

２週間程度かかりますので、受付期間に間に合うよう御注意ください。 
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   手続方法は、入札審査課のホームページで確認してください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-system.html 

 

⑴ その他注意事項 

  ア 申請の内容に虚偽があったときは、各自治体の規程等に基づき登録が抹消される 

   ことがあります。 

  イ 申請書類提出後に、共同受付窓口や自治体から問合せ等をする場合がありますので、 

   控えを保管してください。 

  ウ 申請書類に不備・不足等があった場合は、追加で不備・不足書類等の提出を求める 

   場合があります。一定期間内に提出されない場合、申請を受理できないこともありま 

   すので、御注意ください。 

  エ 申請書類提出後は、申請希望自治体や入替業種の追加又は変更はできません。 

  オ 書類作成等に関する対面相談は行いません。 

 

４ 入札参加資格審査の審査基準日について 

  申請日現在、有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日を指します。 

  総合評定値通知書が複数ある場合は、直近のものの審査基準日を指します。 

 ※ 総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年７か月です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 審査結果について 

  令和８年６月１日（月）から競争入札参加資格申請受付システムで申請自治体の「審査結果

通知書」が確認できます。 

  審査結果の確認方法は、第５章を参照してください。なお、審査結果通知書の郵送は行いま

せん。 

 

 

・ 要件を満たす通知書の写しを提出できない場合、申請できません。 

・ 申請日現在、直近年度の通知書が既に発行されている場合、前年度の通知書 

 は使用できません。 

埼玉県知事許可の経営事項審査に関する問合せ先 

 埼玉県県土整備部建設管理課 審査・指導監督担当 電話：０４８-８３０-５１７１ 
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６ 電子証明書について 

  今回の申請に、電子証明書は必要ありません。 

  ただし、電子入札システムで入札案件に参加する場合は必要となりますので、詳しくは入札

審査課のホームページを確認してください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/densinyusatsu/dounyu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 電子入札を始めるための準備に関する問合せ先 】 

 埼玉県電子入札ヘルプデスク  電話：０４８－８３０－２２６３（直通） 

 受付時間（平日）：８：３０～１７：００ 
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